
高野町環境維持基金条例施行規則

平成１８年１０月１０日

規 則 第 ２ ７ 号

改正 平成 年 月 日規則第 号18 12 15 28

高野町環境維持基金条例施行規則（平成 年高野町規則第 号）の全部を改正する。18 26

(趣旨)

第１条 この規則は 高野町環境維持基金条例 平成 年度高野町条例第 号 以下 条、 （ 。 「18 27
例」という ）に基づき、基金の積立、管理及び運用に関し必要な事項を定めるもの。

とする。

(寄附金の受入れ等)

第２条 寄附金は、寄附申込書（様式第 号）又は募集により受け付けるものとする。1
２ 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金を公序良俗に反するものと思料され

る場合は受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

３ 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録

しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第３条 町長は寄附金の適正な管理を図るため、高野町環境維持基金台帳（様式第 号）2
を作成しなければならない。

２ 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しな

ければならない。

(寄附金の額)

第４条 寄附金は、一口 ， 円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではな5 000
い。

（会長及び副会長）

第５条 条例第７条の委員会には会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める

３ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、そ

の職務を代理する。

（委員の任期）

第６条 条例第８条第１項の委員任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。



（会議）

第７条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 委員会は、条例８条第１項の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが

できない。

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するとこ

ろによる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、主に総務課が担当し、必要に応じて、庁内関連部局が協力して

処理する。

(運用状況の公表方法)

第９条 条例第１０条の運用状況の公表については、高野町ホームページ及び高野町広報

等により公表するものとする。

（雑則）

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成１８年１０月１０日から施行する。

附則（平成１８年規則第２８号）

この規則は、平成１８年１２月２５日から施行する。
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寄附申込書

一金 円

高野町環境維持基金事業に対して寄附したいので、申込みをします。

平成 年 月 日

高野町長 様

氏名（団体名）

印○

住所 〒

連絡先

電話番号

E-mail

《上記寄附金の使途内訳》

事業の種類 寄附口数 寄附金額

) 歴史的環境保全【文化を護る】1
まも

口× ， 円 円5 000

) 住環境基盤整備【まちを見守る】2
ま も

口× ， 円 円5 000

) 地域活性化【地域をまもる】3

口× ， 円 円5 000

【 】4) 安心・安全なまちづくり 命を守る

口× ， 円 円5 000

) 事業指定なし5

口× ， 円 円5 000

【公表について】

氏名、住所（市町村まで 、寄付額、使途内訳の情報について、事業報告書などでの公開）

を望まれますか？どちらかに、○をつけてください。 はい ・ いいえ



○メッセージ（ご自由にお書きください）



様式第 号（第 条関係）2 3
事業

台帳高野町環境維持基金
整理番号 寄附年月日 寄 附 者 住 所 金 額 備 考



氏名（団体名）

様

受領証

高野町環境維持基金として、金 円を確かに受け取

りました。

《寄附金の使途内訳》

事業の種類 寄附口数 寄附金額

) 歴史的環境保全【文化を護る】1
まも

口× ， 円 円5 000

) 住環境基盤整備【まちを見守る】2
ま も

口× ， 円 円5 000

) 地域活性化【地域をまもる】3

口× ， 円 円5 000

) 安心・安全なまちづくり【命を守る】4

口× ， 円 円5 000

) 事業指定なし5

口× ， 円 円5 000

平成 年 月 日

印高野町長 ○


